
保育料の納付は、安全・便利な 

口座振替で！ 
 

保育料の納付は、便利な口座振替をおすすめします。 

 口座振替とは、【毎月指定した日】に【ご契約されている

金融機関の口座】から、自動的に保育料が引落とされます。 

 口座振替できる金融機関は、次のとおりです。 

 ・熊本宇城農業協同組合 ・肥後銀行 ・ゆうちょ銀行 

 ・九州労働金庫 ・熊本県信用組合 ・熊本銀行 

 ・熊本第一信用金庫 ・八代地域農業協同組合 
【口座振替日】金融機関の休日の場合は翌営業日 

 定期振替：毎月２６日（１２月は２５日） 

再 振 替：翌月１０日 

インターネットで２４時間お申込できます。      

申込みに必要な次のものをご用意ください。 

・キャッシュカード（口座情報・暗証番号） 

・保育料の納付書（納付義務者・納付番号） 

 

※インターネットで登録できない場合は、各金融機関の窓口でお手

続きが必要です。 

お申し込みから口座振替開始まで、１～２カ月ほどかかります。 

申込用紙は、子ども未来課および各支所総合窓口課にご用意しております。 

 

          宇城市 福祉部 子ども未来課 

                           0964-32-1404 

 

うらへ続く     

  

 



【申込用紙の記入例】 

 金融機関名 ・・・ 振替をご希望のお取引がある金融機関 

 口座名義人 ・・・ 口座名義（納入義務者以外でも可） 

 納入義務者 ・・・ 認定保護者（通知書に記載されている保護者氏名） 

 

 

 

【ご注意】 

  申込用紙の「納入義務者」欄には、入所の際に認定を受けた保護者氏名を記入

してください。（入所児童の氏名ではありません） 

  認定保護者は、入所の際に発行する「利用契約決定通知書」または「納付書」

に記載されています。 

肥後       松橋 

ウキ タロウ 

宇城 太郎 

宇城 太郎 

０ １ ８ ２ ２ ４ ４ ０ ０ １ ２ ３ ４ ５ 

869-0531 宇城市松橋町大野８５番地 
宇

城 

平成 17  1  15 

0964  32   1111 


